
【歳出の削減】

ばい煙発生施設等監視指導事
業費

水大気環境課

事 業 内 容
大気汚染防止法第26条に基づく立入検査により監視指導
を実施し、ばい煙発生施設等による大気汚染の防止を図
り、県民の健康を保護しています。

Ｒ 5 予 算 額 1,071 Ｒ6見直し見込額 474

主な見直し事業一覧

事　業　名 内　容　及　び　金　額　（千円）

見直し内容・理由
事業者による自主測定が義務付けられており、近年の排出
基準超過に伴う指導事例もないことから、ばい煙発生施設
等の定期的な測定を廃止し、事業費を縮減します。
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